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   「おくやみコーナー」の開設について 

 

１ 事業概要 

身近な人が亡くなり、悲しみや喪失感を抱える御遺族にとって、死亡に関す

る多岐に渡る手続きは負担の大きいものとなっていることから、これらの軽減

を図るため、死亡に係る必要な手続きの案内に特化したワンストップ窓口「お

くやみコーナー」を設置します。 

 

２ 設置場所 

本庁一階市民課 

 

３ 開始時期 

令和４年９月 26日（月）に開設予定 

※ ９月 12日（月）から予約受付開始予定 

 

４ 利用方法  

電話による事前予約制（２週間前より予約が可能） 

 

５ サービス内容 

 ⑴ 「手続きガイド」による必要な手続きの洗い出し 

死亡時に市役所で行う必要がある手続きを、ＩＴツール「手続きガイド」

を利用し、一人一人にあった手続きを洗い出してリスト化し、必要な窓口(健

康保険や介護保険、医療費助成関連など）を案内します。 

 

 ⑵ 手続きの負担軽減のため、各窓口で必要な書類に氏名、住所、生年月日な 

どの故人の基本情報を予め印字する作成補助を行います。 

 

 

 

（事務担当） 

市民課 届出・証明グループ 

電話 ２２－７４４７ 



 
 

おくやみコーナーの利用イメージ 

 

(1) 電話で「おくやみコーナー」利用の予約をします 

 

    ↓ 

 

(2) 「おくやみコーナー」に案内し、亡くなった方や来庁された方の情報など必 

要な項目を確認します。 

 

    ↓ 

 

(3) 「手続きガイド」(タブレット) を利用し、御遺族の方に確認しながら必要

書類を洗い出し、書類を準備します。 

 

    ↓  

 

(4) 必要書類と庁内の各窓口がわかるマップをお渡しします。 

 

   ↓ 

 

(5) 御遺族の方は、案内のとおりに各担当窓口で手続きを行うことができます。 

 

 

※ 庁外の手続きなども併せてわかる「おくやみハンドブック」もお渡しします。 
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手続きガイドの利用イメージ 

 

⑴ 市公式ホームページ上のリンクより、「手続きガイド」のページに移動しま

す。 

 

⑵ 亡くなられた方に関し、質問に答えていくことを繰り返すことで、その方に

あった手続きを洗い出すことができます。（図１、２） 

 

⑶ ガイドの結果は一覧表として印刷することができます。（図３） 

 

 

図１ 手続きガイドのスタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 手続きガイドの質問の例 
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図３ 手続きガイドの利用結果 印刷用画面 
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